
ファミリーシップ制度普及啓発事業業務委託先募集要領 

 

１ 事業の目的 

本県は、「愛知県人権尊重の社会づくり条例」（2022 年４月１日施行）第 15 条に規定

する「性的指向及び性自認の多様性の理解の増進」を図り、同条例の理念である「多様

性を認め合い、誰一人取り残されることのない人権尊重の社会づくり」の実現に向けた

取組の一助として、自治体が独自で取り組むことができる「愛知県ファミリーシップ宣

誓制度」を 2024 年４月１日から運用している。 

制度を活用したサービスや社内制度を導入する企業の増加に向けた啓発資料の作成や、

制度の普及啓発に係るシンポジウムを開催することで、パートナーと共に歩む宣誓者及

びその家族の人生が、愛知県内での生活で尊重され、自分らしく安心して暮らしていた

だく環境をつくり、全ての人の人権が尊重される社会の実現を図る。 

 

２ 業務内容 

  別添「ファミリーシップ制度普及啓発事業業務委託仕様書」のとおり。 

 

３ 委託金額限度額 

 （１）4,130,093 円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、契約保証金については、愛知県財務規則第 129 条の２に基づき、契約金額

に 100 分の 10 を乗じて得た額とする。ただし、契約の相手方が愛知県財務規則第

129 条の３の各号のいずれかの規定に該当する場合は、全部又は一部を免除する。 

※委託契約については、県議会で本事業に係る予算の成立が条件となる。 

（２）委託費の支払条件 

精算払とする。 

 

４ 契約期間 

  契約の日から令和９年３月１５日（月）まで 

 

５ 応募資格 

  応募資格者は、以下の要件をすべて満たす者とする。 

（１）企画提案書提出期限の時点において、愛知県会計局が作成した入札参加資格者

名簿（最新のもの）の「（大分類）03 役務の提供等」のうち、「（中分類）03 映画

等製作・広告・催事」のうち取扱内容（小分類）の「03.催事-01.イベント企画」

又は「（中分類）16 その他の業務委託等」のうち取扱内容（小分類）の「03.研

修」、及び「（中分類）03 映画等製作・広告・催事」のうち取扱内容（小分類）の

「04.デザイン-01.デザイン」に登録されている者であること。 

（２）県内に本社、支社、営業所、事務所又は活動拠点を有していること。 

（３）性の多様性に関する事業を行っている公益法人、特定非営利活動法人等民間団

体（以下「公益法人等」）又は企業であること。 

（４）企画提案書の提出期間において、愛知県から入札参加資格（指名）停止の措置

を受けていないこと。 

（５）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４＜一般競争入札の参

加者の資格＞の規定に該当しない者であること。 



（６）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成 24 年６月

29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結)に基づく排除措置を受けていな

いこと。 

 

６ 応募方法 

（１）参加表明書の事前提出 

本事業の受託を希望する事業者は、できるだけ速やかに、以下により参加表明書

を事前提出すること。 

ア 提出書類及び方法 

件名を「ファミリーシップ制度普及啓発事業業務委託の参加表明について」と

した電子メールに別紙様式 1 を添付し、11 の「連絡先・書類提出先」の愛知県

県民文化局人権推進課のメールアドレスに提出。（印不要） 

イ 資料等の送付 

県からの資料の送付その他連絡事項については、参加表明書の提出があった事

業者に対してのみ実施する。 

ウ その他 

参加表明書の事前提出は、応募の必須条件とする。なお、参加表明書の事前提

出を行っても、参加を取りやめることは可能である。 

参加表明書の事前提出について、提出が遅くなった事業者は、そのことに起因

する不利益があったとしても、事業者がその責を負うものとする。 

（２）企画提案書の提出 

本事業の受託を希望する事業者は、以下により企画提案書等を提出すること。 

ア 提出書類 

（ア）企画提案書（別紙様式２又は様式の内容を満たす任意様式） 

（イ）経費積算書（任意様式）（税込表記） 

（ウ）事業者の概要が分かる資料（パンフレット等） 

     ※ 性的少数者の支援に関する事業を行っている公益法人、特定非営利活動

法人等民間団体又は企業であることが分かる資料も提出してください。 

（エ）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（別紙様式３） 

イ  提出部数 

 ８部（正本１部、副本７部） 

ウ 提出期限 

     令和８年５月１５日（金）正午まで（必着） 

エ 提出方法 

     郵送または持参（持参の受付は平日の午前９時から午後５時まで。ただし、提

出期限日は正午まで。） 

    オ 提出先 

     愛知県県民文化局人権推進課（愛知県東大手庁舎３階） 

     〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 

     電話 052-954-6749 

（３）応募に関する条件等 

ア 応募資格を有さない者の応募や、提出物に不備のある場合は、受理しない。 

   イ 提出に係る一切の経費は、企画提案者の負担とする。また、提出された資料は



返却しない。なお、県は提出された書類を本件業務委託者の選定以外の用途に

は使用しない。 

 

７ 企画提案書の選定等 

（１）選定方法 

    ア 提出された企画提案書については、県が設置する選定委員会において選定を

行い（１次選定）、１次選定での点数が高いものから上位５件以内について、

最終選定を行う２段階方式とする。ただし、１次選定で基準を満たさない企画

提案書については、最終選定を行わない。 

イ 選定委員会は非公開とし、経過等選定に関する問合せには応じない。 

（２）選定基準 

    選定においては、以下の項目について評価し、総合的な選定を行う。 

評価項目 評価内容 配点 

1 業務の実施体制 

・業務の遂行に必要な人員が割り当てられ、実施可能な体制
となっているか。 

・業務担当者は本業務に対する経験や知見を有しているか。 
・本業務と類似した実績があり、その経験を生かした内容で

あるか。 

 
15 

 

2 提案内容の的確性 

・本業務の趣旨が正しく理解されているか。 
・企画内容は、本業務の目的を達成できる内容となってお

り、各業務の関連性を考慮した的確な事業内容となってい
るか。 

・具体的かつ実施可能なスケジュールとなっているか。 

10 
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(1)啓発資料の
作成 

・事業の目的に沿った内容であるとともに高い啓発効果が期
待できる内容であるか。 

・県民や事業者等が参考となる有効性のある内容となってい
るか。 

40 

(2)普及啓発シ
ンポジウム
の開催  

・事業の目的に沿った内容であり、それに相応しい講師等の
提案や企画内容となっているか。 

・参加者募集方法は、効果的か。 
20 

4 追加提案 
・事業効果を高める提案内容となっているか。 

（追加提案がない場合：0 点） 
10 

5 事業積算の妥当性 
・見積経費項目や金額は、予算の範囲内で経済的かつ妥当で

あると認められるか。 
5 

6 社会的価値の実現に
資する取組 

・人権啓発の推進、環境に配慮した事業活動、障害者等への
就業支援、男女共同参画社会の形成、仕事と生活の調和、
エコモビリティライフの推進、安全なまちづくりと交通安
全の推進、健康づくりの推進、取引適正化の推進 

7 

合計 107 

（３）選定結果 

全提案者に対して書面により通知する。 

（４）契約 

    選定委員会において選定された者と業務委託内容及び委託金額について協議の上、

委託契約を締結する。 

    なお、協議が不調に終わった場合は、次点の者と協議するものとする。 

 

８ 業務委託内容及び企画提案書に関する質問 

（１）受付期間 令和８年４月２２日（水）正午まで 

（２）提出先及び提出方法 



    愛知県県民文化局人権推進課のメールアドレスに提出すること。メールの件名は

「ファミリーシップ制度普及啓発事業業務委託について」とすること。 

（３）回答方法 

令和８年４月２７日（月）までに人権推進課ウェブページ 

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinken/）「新着情報」に掲載する。 

 

９ スケジュール（予定） 

（１）公募開始           令和８年４月 15 日（水） 

（２）質問の提出期限            ４月 22 日（水）（正午まで（必着）） 

（３）質問への回答             ４月 27 日（月） 

（４）企画提案書提出期限           ５月 15 日（金）（正午まで（必着）） 

（５）選考委員（書面）による審査      ５月下旬 

（６）事業者の決定、契約締結          ６月上旬 

（７）事業完了届の提出、完了検査  令和９年３月下旬 

 

10 その他 

（１）選定委員会に出席する費用やその他企画提案に係る一切の費用は、企画提案者の

負担とする。 

（２）以下の項目に該当した企画提案者は失格とし、その旨を通知するものとする。 

    ア 応募資格を満たしていないと判断される場合 

    イ 虚偽の記載や、他の提案者の妨害、他者の提案の代理をするなどの不正行為

があったと認められた場合 

 （３）企画提案書の提出は１者１案とする。 

（４）提出資料に係る個人情報は、本業務の目的に限って利用し、厳重に管理する。 

（５）提出された企画提案書の著作権は、愛知県に帰属するものとする。 

（６）提出された企画提案書は、受託業者選定のための資料であり、正式な企画案につ

いては、愛知県と協議の上決定することとする。 

（７）企画提案に基づく見積額は、契約時に至って、同じ条件の下で、その額を超える

ことは認めない。なお、提案内容等を勘案して委託先を決定するため、委託契約

額が見積額と同額になるとは限らない。 

（８）受託者は、業務委託の開始から終了までの間、実施方法や進捗状況の確認等、業

務の円滑な実施のために、随時、県と連絡調整を行っていただくこととなる。 

（９）本件契約は、電子契約（立会人型電子契約サービスを利用して行う契約）又は紙

の契約書による契約手続きを選択できます。電子契約の詳細については、愛知県

の Web ページに掲載されている「電子契約マニュアル」を参照ください。 

 

11 連絡先・書類提出先 

  愛知県県民文化局人権推進課（愛知県東大手庁舎３階） 

  〒460-0001 名古屋市中区三の丸三丁目２番１号 

  電話 052-954-6749  FAX 052-973-3582 

  電子メール jinken@pref.aichi.lg.jp 


